
  

 

・お客様（個人）                  仲介会社（当社） 

                物件決定              

    

・人事・総務へ報告                   

 （その他企業様規定の書面を提出）        （入居者様へ代筆にて申込書記載） 

       ・入居者が提出しなければ話が進まない 

 

①代行会社が入るケース 

②会社総務担当のケース 

        ・担当者からの入電かＦＡＸ待ち 

 

              （企業様の審査）       

                     ・申込書に社判が必要なケース 

                     ・登記簿謄本が必要なケース 

                     ・決算書が必要なケース 

 

 

  

 

 

 

 

※鍵渡し時に入居者様へ重説の捺印が必要なケースもあります。  □ 

①図面・申込書を送付する  □ 

②個人法人の費用負担区分の確認  □ 

①契約書・重説・東京ルール・請求書          □ 

管理会社へ送付依頼 ＆ 入居者必要書類の確認     □ 

②企業様へ雛形＆仲手請求書を送付し稟議して頂く   □ 

（文言チェック、別紙覚書等対応） 

③稟議承認後、原本郵送依頼               □ 

④入居者負担分の請求 □ ＆ 契約時必要書類の回収  □ 

①部屋止め   □ 

②規定書等別紙があれば送付 □ 

③入金ベースで鍵受領の可否 □ 

④費用負担区分の伝言  □ 


